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【英訳名】 BroadBand Security, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　持塚　朗

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号

【電話番号】 （03）5338-7430（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　荒川　嗣司

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号

【電話番号】 （03）5338-7430（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長　　荒川　嗣司

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】
 
募集金額

ブックビルディング方式による募集 234,600,000円

売出金額

（引受人の買取引受による売出し）

ブックビルディング方式による売出し 216,000,000円

（オーバーアロットメントによる売出し）

ブックビルディング方式による売出し 75,600,000円

（注）　募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金

額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込

額であります。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成30年８月20日付をもって提出した有価証券届出書及び平成30年９月４日付をもって提出した有価証券届出書の訂

正届出書の記載事項のうち、「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2）新株予約権等の状

況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第二部　企業情報

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

(2）新株予約権等の状況

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第二部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　　　④第12回新株予約権（平成28年３月31日臨時株主総会決議）

　　（訂正前）

区分
最近事業年度末現在
（平成29年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成30年７月31日）

新株予約権の数（個） 15,400（注）１ 14,400（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 154,000（注）１、５ 144,000（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円） 800（注）２、５ 800（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成30年４月15日

至　平成38年３月31日

自　平成30年４月15日

至　平成38年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　800

資本組入額　　400（注）５

発行価格　　　800

資本組入額　　400（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得に

ついては、取締役会の承認を要

する。

譲渡による新株予約権の取得に

ついては、取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－ －

　（注）１　新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場

合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整

の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　　当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使

の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数に

ついては、これを切り捨てる。

２　各新株予約権１個当たりの払込価額は、１株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じ

た金額とする。

　　１株当たりの新株発行価額　800円

　　当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り捨てる。
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　　当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定め

る算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、

「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとす

る。

　　　　　　

３　新株予約権の行使の条件

①本新株予約権は当社の株式公開の日または新株予約権の権利行使期間で定めた権利行使可能日の遅い方の日

（以下、「行使可能日」という。）より、２年間は割当を受けた新株予約権の50％、行使可能日より２年間

を経過した日の翌日より１年間は割当を受けた新株予約権の75％を超える新株予約権の行使ができないもの

とする。

②新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査

役、使用人の地位にあることを要す。

③新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。

また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新

株予約権を行使できない。

④その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株

予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

４　会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ま

たは株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することがで

きる。

②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得する

ことができる。

③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるもの

とする。

５　平成28年９月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき１

株　の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権

の　行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」　が調整されております。
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　　（訂正後）

区分
最近事業年度末現在
（平成29年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成30年７月31日）

新株予約権の数（個） 15,400（注）１ 14,400（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 154,000（注）１、５ 144,000（注）１、５

新株予約権の行使時の払込金額（円） 800（注）２、５ 800（注）２、５

新株予約権の行使期間
自　平成30年４月15日

至　平成38年３月31日

自　平成30年４月15日

至　平成38年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　800

資本組入額　　400（注）５

発行価格　　　800

資本組入額　　400（注）５

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得に

ついては、取締役会の承認を要

する。

譲渡による新株予約権の取得に

ついては、取締役会の承認を要

する。

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－ －

　（注）１　新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は10株であります。ただし、当社が株式分割または併合を行う場

合には、付与株式数のうち、未行使の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整

の結果生じる１株に満たない端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

　　当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、付与株式数のうち、未行使

の新株予約権の目的たる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数に

ついては、これを切り捨てる。

２　各新株予約権１個当たりの払込価額は、１株当たりの新株発行価額に各新株予約権の目的たる株式数を乗じ

た金額とする。

　　１株当たりの新株発行価額　800円

　　当社が株式分割または併合を行う場合には、新株発行価額を以下に定める算式により調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は、これを切り捨てる。

　　当社が時価を下回る払込価額で新株を発行または自己株式を処分する場合には、新株発行価額を以下に定め

る算式により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り捨てる。なお、次の算式において、

「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとす

る。

　　　　　　

３　新株予約権の行使の条件

①新株予約権の行使時において、新株予約権者が、当社、当社子会社または当社グループ会社の取締役、監査

役、使用人の地位にあることを要す。

②新株予約権者が新株予約権の権利期間到来前に死亡した場合は、その相続人は新株予約権を行使できない。

また、新株予約権者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合においても同様に、その相続人は新

株予約権を行使できない。
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③その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株

予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。

４　会社が新株予約権を取得することができる事由および取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ま

たは株式移転の議案について、株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することがで

きる。

②当社は、新株予約権者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その新株予約権を無償で取得する

ことができる。

③その他の取得事由および条件については、本株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、

別途当社と新株予約権の割当予定者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるもの

とする。

５　平成28年９月29日開催の第17期定時株主総会決議により、平成28年10月28日付で普通株式100株につき１

株　の割合をもって株式併合を行っており、これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権

の　行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」　が調整されております。
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